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  令 和 ５ 年 度 京 都 府 職 員 （ 看 護 師 ） 

  採 用 選 考 試 験 実 施 要 項 
 

京都府人事委員会  

京 都 府  
 

 京都府職員（看護師）採用選考試験を次のとおり行います。 

 

１ 試験職種・採用予定人員・受験資格等 

職 種 採用予定人数 受 験 資 格 

看護師 若干名 

昭和 58年４月２日以降に生まれた方で、看護師免許を有する方又は取得見

込みの方 

 （令和６年４月１日現在における年齢が 40歳以下の方） 

上記の受験資格にかかわらず、地方公務員法第 16条各号のいずれかに該当する方は受験できません。 

 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

 ・京都府において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

 ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること 

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

※日本国籍を有しない方も受験できます。 

注：看護師免許取得見込みでこの試験に合格した方が令和６年に実施される国家試験に合格しなかった 

場合は、採用されません。 

 

２ 採 用 予 定 日 

  令和６年４月１日 

 

３ 勤   務   先 

  京都府立洛南病院 

 

４ 選考試験 

  次の方法により行います。 

職 種 試 験 日 試験区分 時   間 試験方法 試験会場 合 格 発 表 

看護師 令和５年

７月 23日

(日) 

第 一 次 

試 験 

受付時間 

 午後０時20分～ 

 午後０時 45分 

 

試験開始 

 午後１時 00分 

専門試験 

論文試験 

適性検査 

京 都 府 立 

洛 南 病 院 

会 議 室 

(４頁参照) 

令和５年８月９日(水) 

京都府ホームページに

合格者の受験番号を掲

載します。※文書での

通知は行いません。 

令和５年 

８月 21日 

(月)又は

22日(火)

のうち指

定する１

日（注） 

第 二 次 

試  験 

受付時間 

午前８時50分～ 

 午前９時 10分 

  

試験開始 

 午前９時 30分 

口述試験 京都府職員 

福 利 厚 生 

セ ン タ ー 

３階会議室 

(４頁参照) 

後日、第二次試験の受

験者に合否について文

書で通知します。 

（注）指定された試験日時は原則変更できません。 
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(2) 試 験 方 法 

試 験 方  法 内             容 

第一次 

専 門 試 験 
基礎看護学、成人・小児・母性看護学等看護師として必要な専門知識につ

いて、筆記試験を行います。 

論 文 試 験 
文章による表現力、課題に対する理解力等について、筆記試験を行いま

す。 

適 性 検 査 
職務の遂行に必要な適性について検査します。(判定は第二次試験で行

います。) 

第二次 口 述 試 験 主として、人物・能力について、個別面接による口述試験を行います。 

 

５ 応募手続及び申込受付期間等 

申

込

手

続 

申 込 方 法 

京都府のホームページに試験実施要項及び申込書等の様式を掲載してい

ますので、申込書等をダウンロードしてＡ４判の白紙に黒色で印刷してく

ださい。 

（ＨＰ：https://www.pref.kyoto.jp/recruit/news/senko.html） 

 申込書に必要事項を記入し、本人の写真を貼り、次の書類各１部を添えて

提出してください。 

 申込書を郵送する場合は、封筒の表に「選考試験受験」と朱書きし、必ず

簡易書留郵便にしてください。 

 なお、申込書等は一切返却いたしません。 

 

① 受験資格に掲げる資格・免許を証する書類（写）（取得済みの方のみ） 

   保健師・助産師学校(養成所)を卒業の方は、保健師・助産師職に関する

免許証(写)（取得済みの方のみ）もあわせて提出してください。 

申 込 先 

下記の課に提出してください。（持参可） 

 京都府医療課 病院事業・企画係 

 〒602-8570 

 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 

受 付 期 間 

令和５年６月２日(金)～令和５年７月 18日(火) 

 午前８時 30分～午後５時 15分（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

 郵送の場合は、締切日（７月 18日）までに到着したものに限り受け付け

ます。 

（注）京都府のホームページからダウンロードできない場合、封筒の表に「選考試験申込用

紙請求」と朱書きし、84円分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒を同封の上、担当課に請

求してください。 

 

６ 選考試験に関する注意事項 

 (１) 応募書類に不備がある場合を除き特に連絡しません（受験票の送付はありません。）ので、 

     試験当日は次のものを携行し、受付時間内に試験会場に集合してください。 

    ① 筆記用具（鉛筆(ＨＢ数本)、消しゴム及びペン又はボールペン） 

    ② 資格証明書又は免許証の原本（取得済みの方のみ） 

   ③ 時計（計時機能のみのものに限る。） 

 

https://www.pref.kyoto.jp/recruit/news/senko.html
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 (２) 選考試験受験時の注意 

   ① 会場内は禁煙です。 

   ② 携帯電話等は電源を切り、かばんの中にしまってください。 

   ③ 服装は軽装で構いません。体温調節のできる服装としてください。 

 

  台風等の自然災害の影響等により、やむを得ず試験の日程・開始時刻を変更することがあります。 

変更がある場合は、京都府ホームページ「京都府職員採用情報」によりお知らせします。 

 

 

７ 選考試験の日程 

《第一次試験》令和５年７月 23日(日) 

試  験  等 時    間 

受 付 午後０時２０分～午後０時４５分 

専 門 試 験 午後１時００分～午後１時５０分 

論 文 試 験 午後２時００分～午後３時００分 

適 性 検 査 午後３時１０分～午後４時００分 

 

《第二次試験》令和５年８月 21日(月)又は 22日(火) 

試  験  等 時    間 

受 付 午前８時５０分～午前９時１０分 

口 述 試 験 午前９時３０分～（受験順により終了時間は異なります。） 

 

８ 応募についての問合せ先 

  京都府医療課 直通電話 （０７５）４１４－４７５０ 

 

９  給        与     

 ・ 初任給は、短期大学(３年制)卒業後すぐに勤務する場合は約 227,500円です。これは令和５年４月１日

の給料月額(基本給)と地域手当(勤務地域に応じて支給されます。宇治市内(洛南病院所在地)で勤務する

場合は 5.4％)を合算した初任給の実績で税込みの月額です。職歴がある場合などは、一定の基準により加

算されます。 

 ・ そのほか、扶養手当、住居手当、通勤手当等各種手当が要件に応じて支給されます。（単身赴任手当は、

人事異動による転勤に伴って支給される手当であり、採用時の配置により配偶者と別居して単身で居住す

ることとなった場合には、支給されません。） 

 ・ ボーナスは年２回（６月・12月）で、合計 4.40月分（令和４年度実績）です。 

   

10  試験結果の提供 

   この選考試験の結果については、下記の期間に限り口頭で提供を求めることができます。 

   なお、電話、はがき等による求めに対しては提供できませんので、受験者本人が、本人であることを証

明する書類（運転免許証等）を持参の上、直接、京都府医療課（京都府庁１号館４階）までお越しくださ

い。 

 

試  験 対 象 者 提供内容 提 供 期 間 

第一次試験 第一次試験の不合格者 総合ランク それぞれ合格発表の日から起算して

１箇月（土曜日、日曜日及び祝日を除く、

午前９時から午後４時まで）
 第二次試験 第二次試験の受験者全員 総合ランク 

 



- 4 - 

 

――――――― 第 一 次 試 験 会 場 案 内 図 ――――――― 

試 験 会 場  京 都 府 立 洛 南 病 院  本 館  会 議 室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

――――――― 第 二 次 試 験 会 場 案 内 図 ――――――― 

試験会場 京都府職員福利厚生センター ３階 会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第一次試験会場（京都府立洛南病院 本館 会議室）＞ 
洛南病院正門から入り、正面の建物です。 
○京阪電車宇治線、JR奈良線「黄檗」駅より徒歩 約15分 
 

＜第二次試験会場（京都府職員福利厚生センター ３階 会議室）＞ 
京都府庁東門から入り、２号館中央入口を通り抜けた北側の建物です。 
○地下鉄烏丸線「丸太町」下車徒歩約10分 
○市バス三条京阪から10番「府庁前」下車徒歩約５分 

京阪神宮丸太町から 93・202・204番〃 

交 通 機 関 

試験会場には駐車場がありませんので、車の乗り入れは禁止します。 


